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各 教 育 局 長

各 道 立 特 別 支 援 学 校 長

（ 高 等 部 単 置 校 を 除 く ） 様

札幌市を除く市町村教育委員会教育長

（札幌市立を除く各市町村立学校長）

（各市町村立幼稚園・認定子ども園長）

北海道教育庁学校教育局指導担当局長

（新型コロナウイルス感染症対策担当局長） 中 澤 美 明

小児（５歳から 11 歳）の新型コロナワクチン接種に向けた周知について

（通知）

このことについて、別添写しのとおり北海道保健福祉部長から依頼がありましたので、

お知らせします。

つきましては、各道立特別支援学校（高等部単置校を除く）において、別添の啓発チラ

シを校内に掲示するほか、保護者が訪れやすい場所に据え置くとともに、学校のホームペ

ージに掲載するなどして、児童や保護者への周知を行っていただくようお願いします。

また、市町村教育委員会におかれましては、道立特別支援学校の取組を参考に、所管の

各学校等への指導についてよろしくお願いいたします。

なお、ワクチン接種は強制ではなく、正しい情報と理解の下で、本人や保護者の自発的

意思に基づいて行われるべきものであり、これを受けないことによる差別等が生じないよ

う特に留意願います。

記

【啓発リーフレット】

○ 厚生労働省リーフレット「５歳から 11 歳のお子様の保護者の方へ ＜新型コロナ

ワクチン接種（３回目）のお知らせ＞」

○ 道作成チラシ「新型コロナワクチンについて考えましょう」（お子様向け）

○ 道作成チラシ「お子様のワクチン接種について考えましょう」（保護者向け）

○ 参考資料「年代別新規感染者割合と推移（全道）」

○ 参考資料「小児（５歳から 11 歳）のワクチン接種に関する基本情報」
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   小児（５歳から 11 歳）の新型コロナワクチン接種に向けた周知について（依頼） 

オミクロン株の流行下において小児の感染者数は増加するとともに、重症例や死亡例

の割合は高齢者等に比べれば低いものの小児の重症者数も増加傾向にあることから、国

においては、小児におけるオミクロン株の感染状況や、ワクチン接種の発症予防・入院

予防効果等の有効性、また接種に関する安全性について、新たな知見が集積したことを

踏まえ、この度、小児のワクチン接種についても予防接種法第 9 条の努力義務を適用す

るとともに、追加接種（３回目接種）も可能としたところです。 

これまで、教育庁におかれては所管の市町村教育委員会に対し、総務部におかれては

所轄の学校法人等を通じてその設置する幼稚園・学校に対し、万全の感染防止対策を講

じるよう指導していると承知しておりますが、５歳から 11 歳の幼稚園児や小学校児童

とその保護者の皆様におかれては、ぜひ、ワクチン追加接種を検討していただきたいと

考えております。 

つきましては、ワクチン接種に関する検討を促すために各幼稚園・学校等に対し、啓

発チラシの児童・保護者への配付や幼稚園内・学校内での掲示、幼稚園・学校ホームペ

ージや園・校内ネットワークへの掲載、SNS 等での発信等について周知していただきた

くお願いします。 

なお、ワクチン接種は強制ではなく、正しい情報と理解のもとで、本人・保護者の自発

的意思に基づき行われることが前提であり、ワクチン接種を受けないことによる差別や不

当な対応がないよう、適切に実施されることが重要であることを申し添えます。 

 

                  記 

１ 啓発チラシ 別添 

 

２ 参考資料 

  道内の感染状況と小児ワクチン接種の基本情報 

 

   

                   感染症対策局感染症対策課ワクチン班 

Tel:011-231-4111（内線 38-840） 

（写）






